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都道府県労働局長 殿

厚生労働省労働基準局長

( 公 印 省 略 )

職場改善用機器等整備事業について

小規模事業場における安全衛生活動､快適職場形成の推進を図るための関連

機器の整備に対する助成については､平成 18年 3月 30日付け基発第033

0005号 ｢職場改善用機器整備事業について｣で示しているところであるが､

今般､胸部デジタルレン トゲン機能搭載検診車の機器整備事業を行 うこととし､

職場改善用機器整備事業推進要綱を別添のとおり改正したので了知されたい｡



別 添

職 場 改 善用機 器 等整 備 事業推 進 要綱

第 1 日的

本 事 業 は ､ 労働 災害 防止 活 動 にお け る安 全衛 生 管 理 活 動 の一 環 と して 中央 労働

災 害 防 止 協 会 にお い て ､ 小 規 模 事 業 場 が 安 全衛 生 に係 る機 器 の整 備 を行 う場 合

に ､ これ に要 す る費 用 の 一 部 を補 助 す る と ともに ､石綿等 を取扱 う業務 に従事 し

て い る労働者 等 の健 康 管理 の一層推 進 のた め､特殊 健康診 断機 関が胸部 デ ジ タル レ

ン トゲ ン機 能搭載 の検 診 車 の整備 を行 う場合 に､ これ に要す る費用 の一部 を補助す

る こ とに よ り､小 規 模 事 業 場 にお け る安 全 衛 生 水 準 の 向 上 を 図 る こ とを 目的 とす

るO

第 2 補 助 事 業

1 補 助 事 業者

補 助 事 業 者 は ､ 中央 労働 災 害 防止 協 会 (以 下 ｢中災防 ｣ とい うO) とす る｡

2 補助 事業 の内容

中災 防 が実施す る補助 事業 の内容 は､職場 改善用機器等整備 事業及 び胸部 デジタル

レン トゲン機能搭載検診 車の整備 事業 とす る｡

(1)職 場 改善用機器整備 事業

ア 補 助対象事業場

補助対象事業場 は､次のいずれかの要件 を満たす もの とす る｡

(ア)小 規模 事業場等 団体安全衛 生活 動援助事業に参加 してい る団体 に属 す る中小

企業者 (資本 の額 又 は出資 の総額 が 1億 円以下の法人 で ある事業者 又 は常時使

用 され る労働者 数 が 300人以下 の事業者 をい うO 以 下 同 じ｡) の小 規模 事業

場 (常時使 用 され る労働者数 が 50人未満 の事業場 をい うO 以 下 同 じO) で あ

るこ と｡

(イ)安 全衛 生活動 を行 ってい る団体 に属す る中小企業者 の小規模 事業 場 の うち､

上記 (ア)以外 の もの｡

イ 補助 対象機器

補助 対象機器 は､アの (ア)の事業場 に対 しては別表 の補助対象機器 の欄 の 1,

2及 び 3に定 め る もの､またアの (イ) の事業場 に対 して は別 表 の補 助 対象機

器 の欄 の 3に定 め るもの とす るO

ウ 補助 要件

補助 は､次の要件 を満 たす場合 にお いて行 う｡

(ア)補助 を受 ける事業場 につ いては､中災防が名 簿登載 した労働 安全 コンサル タ

ン ト､労働衛 生 コンサル タン ト等 の行 う安全衛 生診 断 を受診 してい る こ とo

(イ)補助 を受 ける事業場 につ いては､機器 の設置 に係 る計画 を適切 に作成 してい

る こ と｡

(ウ) アの (ア) の事業場 につ いては､所属団体の推薦 を受 けてい るこ と｡

(ェ ) ア の (イ)の事業場 ､若 しくは (ア) の事業場 であって別表 の補助 対象機器



の欄 の 3の機 器 に対す る補 助 を受 ける事業 場 につ いて は､ 当該機 器 の設置 を含

む快 適 な職 場 環境 の形成 のた めの措 置 の実施 に 関す る計画 につ い て都 道府 県 労

働 局長 に よる認 定 を受 けてい る こ とo

エ 補助 金 の額

補 助 は､予 算 の範 囲内で行 うもの と し､その額 は次 の とお りとす る｡

(ア) 1機 器 当た りの整備 に要す る経 費 が 20万 円以上 の機 器 を対象 と し､ 当該機

器 の整 備 に要 す る経 費 の 3分 の 1を限度 とす る｡

なお ､補 助 を行 うのは別 表 に掲 げ る補 助対象機 器 の整備 に要 す る経 費 の うち､

補助 を行 う経 費 の欄 に掲 げ る もの に限 る｡

(イ ) 1事 業 場 当た りの補助金 の額 は､ 200万 円 を限度 とす るO

(2) 胸 部デジタル レン トゲン機能搭載検 診 車整備 事業

ア 補助 対 象 機 関

補 助 対 象 機 関 は､ 団体安 全衛 生活 動援 助 事業 に係 るサー ビス機 関 と して名 簿 登

載 した特殊 健康 診 断機 関 とす る｡

イ 補助 対 象機器

補助 対 象 機器 は､胸部デ ジ タル レン トゲ ン機 能 搭載 の検 診 車 の整 備 に 関す る以

下 の内容 を対象 とす る｡

(ア)胸 部 デ ジタル レン トゲ ン撮 影 用 ユ ニ ッ ト

(イ )そ の他 ､胸 部デ ジタル レン トゲ ン撮影 に必要 と認 め られ る もの

ウ 補助 要 件

補助 は ､次 の要件 を満 たす場合 にお いて行 うこ ととす る0

なお ､ 1特殊 健 康診 断機 関 あた り 1年 度 に 1台 限 りと し､ 2年連 続 して補 助 は

行 わ ない こ ととす るo

(ア) 当事 業 に よ り補 助 を受 けた 日の属す る次 の年 度 にお い て､検 診 車 に よる巡 回

検診 で行 う石 綿及 び じん肺 に係 る特殊 健康 診断 を行 う見込 み が あ る こ とO

(イ )過 去 5年 間 にお い て ､本 事 業 以外 の国 ､地方 公 共 団体 ､ (財 ) 日本 宝 く じ協

会及 び (財 ) JKA等 の胸 部 レン トゲ ン検 診 車補 助 を受 けて いな い こ と｡

エ 補助金 の額

補助 は ､予算 の範 隊内で行 うもの と し､そ の額 は次 の とお りとす る｡

(ア) 1特 殊 健 康 診 断機 関 当た りの補 助金 の額 は､補助 対象機 器 の整 備 に係 る経 費

の 2分 の 1を限度 とす る｡

(イ ) 1特 殊 健 康 診 断機 関- の補 助金 の額 は､ 1, 350万 円 (消費 税 込 み) を限

度 とす る｡

3 国 の補助

国 は ､ 中 災 防 に対 し､補助 事業 を行 うた め に必 要 な経 費 につ いて ､補 助 金 を交付

す るQ

第 3 適 用 時期

本 要 綱 は平成 2 1年度 よ り適用す るo



別表

職 場 改 善 用 機 器

補助対象機器 補助事業の内容 補助を行う経費

1 機械の安全化のための機器 ･動力プレス機械クラッチ改造等安全化 ①改造経費(含機材費)
･各種自動機械安全装置及び非常停止装置取付 ①取付経費(含機材費)

･業務用自動車に対するエアバッグの政付 ①取付経費(含機材費)

･その他各種機械の安全装置及び非常停止装置取付 ①取付経費(含機材費)

2 作業環境改善の 一作業環境改善機器の購入 ①機器購入経費
ための機器 (作業環境改善機器) (塾機器改善経費

排ガス装置
除じん装置
局所排気装置
プッシュプル型換気装置
全体換気装置
防音装置
その他厚生労働省労働基準局長が必要と認める機器

3職場環境の快適 ･快適職場推進計画の認定を受けた事業場における職場環境 (∋機器購入経費
化のための機器 改善機器の購入 ②機器改善経費

(職場環境改善機器)
空気調和機 防音装置
空気清浄機 洗身設備
機械換気装置 可変作業台
局所排熱装置 バランサー
冷房機器又は装置 排煙装置
暖房機器又は装置 電気集じん機
脱臭装置 全体換気装置
局所排気装置 照明機器
プッシュプル型換気装置 調光機
分煙装置 加除湿機器又は装置
音声報知装置(ブザー､サイレン等に代わり音声で報知する

装置)
電光等表示装置(音による報知の補助を表示により行う装

翠)


